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守谷市組織再編に係る支援業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

    守谷市組織再編に係る支援業務（以下「本業務」という。）について、公募型プロ

ポーザル方式により企画提案を募集することで、価格評価のみならず、本業務に係

る実績や技術力、企画力を備え、かつ、これまでの実績やデータが蓄積された受託

候補者を選定することを目的とする。 

 

２．業務概要 

（１）業 務 名 守谷市組織再編に係る支援業務 

（２）業 務 内 容 別紙仕様書のとおり 

※ 予算の範囲内で仕様書の業務内容に記載のない事項につい

ても、独自の提案をすることは妨げない。組織再編を検討する

にあたり有益になると思われるものについては、積極的に提案

すること。 

（３）選 考 方 法 公募型プロポーザル方式 

（４）履 行 期 間 契約日の翌日から令和９年３月３１日（水） 

※ 債務負担行為に基づく複数年（令和７年度・８年度の２か年）

契約とする。 

（５）支 払 条 件 受注者は、業務の全部を完了したときは、検査員の完了検査を受

けるものとする。また、業務の一部を完了し、部分払を請求する場

合は、検査員の部分払検査を受けるものとする。 

（６）担当部署及び問合せ先 

    〒３０２－０１９８ 守谷市大柏９５０番地１ 

    守谷市総務部総務課 

    電話：０２９７－４５－１１１１  

    電子メール：soumu@city.moriya.ibaraki.jp 

 

３．提案限度額 

    46，430 千円（消費税及び地方消費税を含む。）の範囲内とする。 

   ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画提案内容の規模

を示すためのものである。 

 

４．参加資格 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する

者に該当しないこと。 

mailto:soumu@city.moriya.ibaraki.jp
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（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定に基づく守谷市の入札参加の

制限を受けていないこと。 

（３）守谷市競争入札参加資格規程（平成１５年守谷市訓令第１３号）に基づく令

和７・８年度の競争入札参加有資格者名簿（物品・役務）に登録されている者

であること。 

    ※ 参加表明書提出時に、守谷市競争入札参加資格者名簿に登録されるた

めに提出する書類と同様の書類を添付し、登録相当と認められる場合は、

本プロポーザルに限り参加を認めるものとする。 

（４）実施要領の公表の日から契約候補者の選定までの間、守谷市工事等の契約

に係る指名停止等措置要領（平成６年守谷町規程第１０号）に基づく指名停

止期間中でない者であること。 

（５）守谷市建設工事等暴力団排除対策措置要綱（平成２０年守谷市告示第７６号）

第３条の規定に基づく排除措置等を受けていないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始申立て又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てを

していないこと。ただし、申立てをしている場合であっても、更生手続開始後又

は再生計画の認可決定が確定した後に守谷市が一般競争入札参加資格の

再認定をしたときは、この限りではない。 

（７）国税及び地方税の滞納がないこと。 

（８）仕様書に基づく本業務を履行するために必要な業務経験を有し、本業務に精

通した者を従事させることができるとともに、本業務を円滑に確実に遂行する

ために必要な経営基盤を有していること。 

 

５．スケジュール 

令和７年１２月１９日（金） 実施要領等の公表 

令和７年１２月１９日（金）～ 

令和７年１２月２４日（水）午後５時 
実施要領等に関する質問 

令和７年１２月２５日（木） 質問に対する回答 

令和７年１２月２５日（木）～ 

令和８年１月２２日（木）午後５時 
参加表明書、企画提案書の提出 

令和８年１月２３日（金） 

※３者以下の場合は実施しない。 
第一次審査（書類審査） 

令和８年１月２８日（水）予定 第一次審査結果通知 

令和８年２月５日（木）予定 第二次審査（プレゼンテ－ション） 

令和８年２月１０日（火）予定 第二次審査結果通知 

※ 応募事業者が３者以下の場合、第一次審査を省略し、応募者全員を第二次

審査の対象とする。 
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６．実施要領等の公表 

（１）公 表 日 令和７年１２月１９日（金） 

（２）公表方法 市公式ホームページで公表 

（３）実施要領等の関係書類の入手方法 

市公式ホームページからダウンロード 

 

７．実施要領及び仕様書に対する質疑及び回答 

（１）受付期間 令和７年１２月１９日（金）～１２月２４日（水）午後５時 

（２）提出書類 質問書（様式３） 

（３）提出方法 担当部署に電子メールにより提出。なお、電子メール送信後、 

             担当部署へ電話連絡により到着確認を行うこと。 

（４）回答期限 令和７年１２月２５日（木） 

（５）回答方法 市公式ホームページで公表（質問者名は非公表）する。なお、質問

内容が不明瞭である場合や意見表明と解される場合は回答しない

ことがある。さらに、質問内容を公表することが質問した者に不利益

になる場合は、個別回答するものとし、質問内容・回答内容を公表し

ないことがある。 

（６）そ の 他 質疑の回答は、本要領等の追加、修正として取り扱う場合は、回答

とあわせて公表する。電話による質問は受付しないので、留意するこ

と。 

 

８．参加手続 

（１）提出書類 

下記の書類を提出のこと。なお、守谷市競争入札参加資格規程（平成１５年訓

令第１３号）に基づく令和７・８年度有資格者名簿（物品・役務）に登録された者

については、⑦から⑮を免除する。 

① 参加表明書（様式１） 

② 会社概要書（様式２）       正本１部  副本１部 

③ 業務実施体制調書（様式４） 正本１部  副本１部 

④ 業務実績書（様式５）       正本１部  副本１部 

⑤ 企画提案書               正本１部  副本１部 

⑥ 見積書                   １部（見積書、積算内訳書、捺印） 

⑦ 営業所一覧表（様式６） 

⑧ 実績調書（様式７） 

⑨ 技術者経歴書（様式８） 

⑩ 登録証明書（写し） 
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⑪ 財務諸表（直前１年分） 

⑫ 商業登記簿謄本（写し） 

⑬ 国税に係る納税証明書（写し可） 

（税務署が発行した国税に未納がないことを証する納税証明書） 

⑭ 県税に係る納税証明書（写し可）（茨城県に納税義務のある方のみ） 

（県税事務所が発行した県税に未納がないことを証する納税証明書）  

⑮ 市税に係る納税証明書（写し可）（守谷市に納税義務のある方のみ） 

（守谷市が発行した市税に未納がないことを証する納税証明書） 

※ 上記①～⑥については、紙媒体のほか電子データ（PDF）も併せて提

出すること。 

※ 受託者としての条件を満たしていることを証明する資料（写し可）を提

出すること。 

 

（２）提出期限 令和８年１月２２日（木）午後５時（郵送の場合は必着） 

（３）提出方法 事前に担当部署に連絡したうえで、担当部署に持参又は郵送（書

留）により提出。電子データについては、担当部署に電子メールで

提出。 

 

９．企画提案書の内容 

企画提案書の作成にあたっては、次に掲げる事項を記載すること。 

（１） 本業務の実施体制等 

・ 本業務の実施体制 

・ 本業務を円滑かつ効果的に実施するための取組み 

・ １０年以上の組織・人事領域のコンサルティング経験 

・ 直近３年以内の自治体の組織・人事に係るコンサルティング業務、自治体

の業務量調査・業務改善に係るコンサルティング業務の受託実績 

（２） 本業務の実施方針 

（３） 本業務の作業スケジュール 

（４） 本業務における支援の内容 

 

１０．企画提案書作成上の留意事項 

・ 別紙仕様書を熟読のうえ作成すること。 

・ 企画提案書は A4 サイズ（横向き、両面、30 ページ以内、左上綴じ）で作成

すること。ただし、表紙および目次は本指定の対象外とする。 

・ 企画提案書は１者につき１案とする。 

・ 企画提案書以外の別冊資料の提出は認めない。 
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１１．提案書等の審査 

（１） 第一次審査（書類審査） 

  (ア）実施日 

令和８年１月２３日（金） 

   （イ）実施方法 

・ 企画提案書及びその他提出書類に基づく書類審査を行い、得点の高い上

位３者を第一次審査通過者として選定し、結果を電子メールにて通知する。

また、第一次審査通過者には、第二次審査（プレゼンテーション）を実施する。 

・ 応募事業者が３者以下の場合、第一次審査を省略し、応募者全員を第二次

審査の対象とする。 

（２） 第二次審査（プレゼンテーション） 

   （ア）実施日 

        令和８年２月５日（木）予定 

   （イ）実施場所及び実施時間 

第一次審査の結果と併せて、電子メールにて通知する。 

   （ウ）その他 

・ 第二次審査は、守谷市役所内又は Web 会議システム「Zoom」によるオ

ンライン開催とする。 

・ 出席者は、本業務委託の従事予定者を含み、１提案者あたり３名までとす

る。なお、業務体制表に記載された管理責任者及び主担当者は必ず出席

すること。 

・ 実施時間は、１提案者あたり３０分以内（説明２０分以内、質疑応答１０分

以内）とする。 

・ 審査順序は、企画提案書の提出順とする。 

 

１２．審査及び選考 

（１）審査基準 

   別表１及び別表２のとおり。 

（２）選考 

    「守谷市組織再編に係る支援業務におけるプロポーザル審査委員会」が審

査基準に基づき提案内容を評価・審査し、審査員の第一次審査と第二次審査

の評価点数の合計得点の高い者（最高得点の者が複数の場合は、見積書の

金額が最も安価な者とし、第一次審査を省略した場合は、第二次審査の評価

点数の高い者）を随意契約の優先交渉権者とする。なお、審査は非公開とする。 

（３）選考結果の通知 

    第二次審査に参加した全ての企画提案者に個別に電子メールにて通知するとと

もに、市ホームページにおいても公表する。なお、選考結果の異議申し立ては、一
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切受け付けない。 

（４）その他 

   次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

・ 提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

・ 本実施要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反し

た場合 

・ 見積書の金額が提案限度額を超える場合 

・ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

・ 評価に係る委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を行った場合 

・ 正当な理由なくプレゼンテーションを欠席した場合 

・ その他選考結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

 

１３．その他 

（１）提案書等の作成、提出等に係る全ての費用については、参加申込者の負担と

する。 

（２）提出された提案書等は返却しない。 

（３）市は、提出された提案書等の機密保持に十分配慮する。ただし、提出された書

類は、情報公開請求により、守谷市情報公開条例（平成１０年守谷町条例第４

号）に基づき、開示する場合がある。 

（４）市は、提出された提案書等は、当該審査以外に無断で使用しない。 

（５）本プロポーザルは、随意契約の優先交渉権者を選定するものであり、契約の締

結を担保するものではない。 

（６）提案内容等は、委託先を総合的に比較検討し決定するものであり、内容が市の

求めるものと合致しているとは限らないため、実際の事業については、委託事業

者決定後、この案を基に市と再調整した上で、実施するものとする。 

（７）提案書等に含まれる著作物の著作権は、参加申込者に帰属する。 

（８）本企画提案により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

（９）提案者が１者であっても、第二次審査（プレゼンテーション）を実施し、選考する

ものとする。また、審査の結果、各審査員の第一次審査と第二次審査の評価点

数合計の平均が１２０点未満の場合は契約締結相手方の候補として特定しな

い。 
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別表１ 

 

守谷市組織再編に係る支援業務公募型プロポーザル 審査基準 

第一次審査 

（８０点満点） 

審査項目 配点 評価内容 

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

運

営 

実施体制 ３０ 

・ 本業務を遂行するために十分な実績等を備え

た要員を配置する等、プロジェクトの推進体制

が充実しているか。 

・ 業務責任者は、10年以上の人事領域のコンサ

ルティング経験を有し、かつ 3年以内に自治体

の人事領域のコンサルティング、自治体の業務

量調査・業務改善に係るコンサルティング業務

実績を有しているか。 

・ ・組織・人事にかかる知見を有する人材、自治

体業務に係る知見を有する人材を配置している

か。 

プロジェクト管理 ２０ 

・ 進捗管理、課題・リスク管理、品質管理、コミュニ

ケーション管理のプロジェクト管理の方法が明

確にされているか。 

受

託

者 

受注者の実績等 

１０ 
・ 受託者は、直近 3年以内に人事領域のコンサ

ルティング業務の契約実績を有しているか。 

１０ 

・ 本業務を行う受託者は本役務を実施する部門

を対象として、ISO27001 の認証を取得してい

るか。 

見

積 
価格評価 １０ 

（最低提案見積額/提案見積額）×配点（１０点） 

（小数点以下切り捨て） 
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別表２ 

 

守谷市組織再編に係る支援業務公募型プロポーザル 審査基準 

第二次審査 

（１２０点満点） 

審査項目 配点 評価内容 

業

務

実

施

方

針 

業務の理解度 ２０ 

本業務の背景、目的を理解し、本業務

を成功裏に収めるために妥当な実施

方針が立てられているか。 

業

務

の

内

容 

スケジュール ２０ 

・ 本業務の作業スケジュール（概

要）について、わかりやすく示され

ているか。 

・ 本市の現状を踏まえ、支援の考え

方と支援内容について、効果的な

ものであるか。 

組織再編にあたっての 

包括的な事業推進支援 
３０ 本市の現状を踏まえ、支援の考え方と

支援内容について、効果的なものであ

るか。 
異動検討の合理化支援 ２０ 

業務量調査の設計・実行支援 ３０ 

 

 


